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子ども・子育て支援事業計画



１ 計画策定の概要

２ 他計画との関係

　第二期喜多方市子ども・子育て支援事業計画（以下「本計画」という。）は、子ども・子育て支援法第
61 条第１項（※１）に基づく計画として策定します。
　計画期間における十分な教育・保育や地域子ども・子育て支援事業のサービス提供量を確保し、本市に
居住する子どもやその家族にとっての「子どもの最善の利益」の実現を目指します。

４ 第一期喜多方市子ども・子育て支援事業計画の施策の実施状況
　第一期計画の施策項目ごとに実施状況を 4 段階で評価しました。
　概ね計画通り進捗している結果となりました。

５ 教育・保育事業等の提供圏域
　提供圏域については、教育・保育事
業者等の各種サービスを利用するにあ
たり、自宅から近いという選択のみな
らず、通勤経路上の施設を選択してい
るケースが多いことから、これまで同
様本市全域を提供圏域とします。

　国、県の関連計画並びに市の総合計画及び各種計画との整合性を図ります。

３ 計画期間
　子ども・子育て支援法において、市町村子ども・子育て支援事業計画は、５年を一期として策定するこ
ととされており、本計画の期間は 2020（令和２）年度から 2024（令和６）年度までの５年間とします。
　計画期間中であっても、社会情勢の変化や子育て家庭のニーズ等に対応するため、必要に応じて見直し
を行います。

第 61 条第１項　市町村は、基本指針に即して、５年を一期とする教育・保育及
び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務
の円滑な実施に関する計画（以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。）
を定めるものとする。

※１　子ども・子育て支援法

◇子ども・子育て関連３法
◇少子化社会対策基本法
◇次世代育成支援対策推進法
◇児童福祉法
◇子どもの貧困対策の推進に
　関する法律

国
総合計画

各種事業

喜多方市

◇喜多方市教育振興基本計画
◇喜多方市地域福祉計画
◇第 3 次喜多方市障がい者計画・
　第 5 期喜多方市障がい福祉計画・
　第 1 期喜多方市障がい児福祉計画
◇第三次健康きたかた 21
◇第 3 次喜多方市男女共同参画
　推進基本計画　等
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◇子ども・子育て支援事業計画
◇ひとり親家庭等自立支援計画
◇障がい者計画
◇ふくしま新生子ども夢プラン
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２ ３

Ｓ：計画以上の実施状況　
Ａ：概ね計画どおりの実施状況
Ｂ：実施しているが計画どおり進んでいない
Ｃ：実施していない

市内全域

市内全域

市内全域

公立幼保連携型認定こども園・認可保育所・民間幼稚園

放課後児童健全育成事業

上記以外の地域子ども・子育て支援事業

教育・保育事業等 提供圏域

1
2
3
4
5
6
7

Ａ
Ｓ
Ａ
Ａ
Ｂ
Ａ
Ａ

延長保育、預かり保育、一時保育、病児保育、休日保育等の実施と充実
多子世帯補助金など保護者の経済的負担軽減のための事業
遠距離通学費補助や児童生徒就学援助及び大会参加補助等、奨学金の貸与
要保護児童対策地域協議会の設立
小児科医療体制の整備
子どもや母親の健康の確保
乳児家庭全戸訪問事業

（１）子育て支援

1
2
3
4
5

Ａ
Ａ
Ａ
Ａ
Ａ

各施設の効率的な配置や施設の耐震化及び改修等
就学前教育、保育の充実
放課後児童健全育成事業の実施
保育施設における保育士等の人材育成及び確保
児童館等改修事業

（３）幼稚園・保育所・児童館
　　等の整備・運営

1
2
3
4

Ａ
Ｓ
Ａ
Ａ

育児相談や保護者同士の交流の場の充実及び育児情報の提供
子育て支援員制度の創設　　
ワーク・ライフ・バランスの推進
子育て支援等活動に対する顕彰制度の創設及び活動の仕組みづくり

（２）地域における
　　子育て力の向上

評価

資料：2017（平成 29）年～ 2019（令和元）年は、住民基本台帳（各年４月１日）
2020 年～ 2024 年は、実績値を基にしたセンサス変化率法による推計（各年４月１日）

６ 子ども人口の推移と推計　
　計画期間の 2020（令和２）年～ 2024（令和６）年において、少子化がさらに進むこと予想されます。
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７ 教育・保育事業の見込み人数と確保方策
　教育・保育事業について、本計画では、年度当初のみならず、年度途中に発生している待機児童の解消
を目指します。

８ 地域子ども・子育て支援事業の見込み人数と確保方策

４ ５

※表中カッコに 2019（令和元）年 10 月 1 日現在の待機児童数（保護者都合を含む）を加えて記載しました。
※2021（令和３）年度に小規模保育施設１施設の開設を想定しています。
※１号　教育部分のみの認定を受けている満３歳以上の児童。
※２号　保育の認定を受けている３歳以上の児童。
※３号　保育の認定を受けている 3 歳未満の児童。

単位：人各年４月１日現在
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①見込み人数

　　　　特定教育・保育施設

　　　　確認を受けない幼稚園

　　　　地域型保育事業

　　　　認可外保育施設

比較（②－①）

2020
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②
確
保
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方
策

①見込み人数

　　　　特定教育・保育施設

　　　　確認を受けない幼稚園

　　　　地域型保育事業

　　　　認可外保育施設
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　　　　特定教育・保育施設
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　　　　地域型保育事業
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　　　　特定教育・保育施設

　　　　確認を受けない幼稚園

　　　　地域型保育事業

　　　　認可外保育施設

比較（②－①）
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（令和５）
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保
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方
策

①見込み人数

　　　　特定教育・保育施設

　　　　確認を受けない幼稚園

　　　　地域型保育事業

　　　　認可外保育施設
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②
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認定区分 １号 ２号
３号

０歳 1・2 歳

事業名 単位
2020

（令和２）
年度

2021
（令和３）
年度

2022
（令和４）
年度

2023
（令和５）
年度

2024
（令和６）
年度

子ども・子育て総合相談窓口
（利用者支援事業）
子ども・子育て総合相談窓口
（利用者支援事業）
子ども・子育て総合相談窓口
（利用者支援事業）

　本庁及び各支所に設置している相談窓口を維持し、今後も継続して実施します。
　子育て世代包括支援センターを設置し、妊娠期から子育て期にわたる総合的な相談や支援を実施します。

か所 5 5 5 5 5

こんにちは赤ちゃん訪問事業
（乳児家庭全戸訪問事業）
こんにちは赤ちゃん訪問事業
（乳児家庭全戸訪問事業）
こんにちは赤ちゃん訪問事業
（乳児家庭全戸訪問事業）

　生後４か月までの乳児の全家庭を訪問し、子育ての情報提供や養育環境等の把握を行います。
　市の保健師等が乳児のいる家庭を全戸訪問しており、今後も継続して実施します。

人 285 277 270 262 254

時間外保育事業（延長保育事業）時間外保育事業（延長保育事業）

　保育認定子どもを通常の利用日・利用時間以外に、認定こども園、保育所等で保育を行います。
　最大定員数まで受け入れは可能であるため、見込み人数に対し、確保可能な状況となっています。

人 7,262 6,934 6,678 6,422 6,222

地域子育て支援拠点事業地域子育て支援拠点事業

　子育て交流の場の提供、情報提供、子育て相談及び助言その他の援助を行います。
　見込人数に対しては、現在の施設での対応が可能と考えます。新たな実施場所のニーズが必要となった場
合は、既存施設において取組みを検討いたします。

人回 8,580 8,289 8,182 7,958 7,735

養育支援訪問事業養育支援訪問事業

　養育支援が必要な家庭を訪問し指導・助言等を行います。
　子育てに不安で養育が必要な保護者による育児放棄や虐待等の予防のため、今後も保健師等が適切な助言
を行う事業を継続します。

人 15 15 15 15 15

一時預かり事業一時預かり事業

　家庭保育が一時的に困難となった乳幼児を、認定こども園、保育所などで保育を行います。
　幼稚園型は、幼稚園で保護者の希望する日の教育時間終了後、保育士を配置し実施します。
　一般型は、２施設において、保護者の希望する日に保育士を配置し実施します。また、子育て援助活動支
援事業（ファミリー・サポート・センター事業）においても、補完するなどの対応により見込み人数の確保
を行います。

人日

9,740

8,895

845

9,217

8,410

807

8,702

7,924

778

8,289

7,541

749

8,010

7,285

725

幼稚園の預かり保育

幼稚園以外の預かり保育



７ 教育・保育事業の見込み人数と確保方策
　教育・保育事業について、本計画では、年度当初のみならず、年度途中に発生している待機児童の解消
を目指します。

８ 地域子ども・子育て支援事業の見込み人数と確保方策

４ ５

※表中カッコに 2019（令和元）年 10 月 1 日現在の待機児童数（保護者都合を含む）を加えて記載しました。
※2021（令和３）年度に小規模保育施設１施設の開設を想定しています。
※１号　教育部分のみの認定を受けている満３歳以上の児童。
※２号　保育の認定を受けている３歳以上の児童。
※３号　保育の認定を受けている 3 歳未満の児童。

単位：人各年４月１日現在
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304

360

80
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286

360

80

154

272

360

80

168

263

360

80

177

696

703

　

0

7

658

703

0

45

619

703

0

84

589

703

0

114

569

703

0

134

114(135)

97

24

0

7(-14)

110(131)

97

27

0

14(-7)

107(128)

97

27

0

17(-4)

103(124)

97

27

0

21(0)

100(121)

97

27

0

24(3)

388(395)

337

82

0

31(24)

374(381)

337

98

0

61(54)

370(377)

337

98

0

65(58)

360(367)

337

98

0

75(68)

351(358)

337

98

0

84(77)

①見込み人数

　　　　特定教育・保育施設

　　　　確認を受けない幼稚園

　　　　地域型保育事業

　　　　認可外保育施設

比較（②－①）

2020
（令和 2）
年度

②
確
保
の
方
策

①見込み人数

　　　　特定教育・保育施設

　　　　確認を受けない幼稚園

　　　　地域型保育事業

　　　　認可外保育施設

比較（②－①）

2021
（令和３）
年度

②
確
保
の
方
策

①見込み人数

　　　　特定教育・保育施設

　　　　確認を受けない幼稚園

　　　　地域型保育事業

　　　　認可外保育施設

比較（②－①）

2022
（令和４）
年度

②
確
保
の
方
策

①見込み人数

　　　　特定教育・保育施設

　　　　確認を受けない幼稚園

　　　　地域型保育事業

　　　　認可外保育施設

比較（②－①）

2023
（令和５）
年度

②
確
保
の
方
策

①見込み人数

　　　　特定教育・保育施設

　　　　確認を受けない幼稚園

　　　　地域型保育事業

　　　　認可外保育施設

比較（②－①）

2024
（令和６）
年度

②
確
保
の
方
策

認定区分 １号 ２号
３号

０歳 1・2 歳

事業名 単位
2020

（令和２）
年度

2021
（令和３）
年度

2022
（令和４）
年度

2023
（令和５）
年度

2024
（令和６）
年度

子ども・子育て総合相談窓口
（利用者支援事業）
子ども・子育て総合相談窓口
（利用者支援事業）
子ども・子育て総合相談窓口
（利用者支援事業）

　本庁及び各支所に設置している相談窓口を維持し、今後も継続して実施します。
　子育て世代包括支援センターを設置し、妊娠期から子育て期にわたる総合的な相談や支援を実施します。

か所 5 5 5 5 5

こんにちは赤ちゃん訪問事業
（乳児家庭全戸訪問事業）
こんにちは赤ちゃん訪問事業
（乳児家庭全戸訪問事業）
こんにちは赤ちゃん訪問事業
（乳児家庭全戸訪問事業）

　生後４か月までの乳児の全家庭を訪問し、子育ての情報提供や養育環境等の把握を行います。
　市の保健師等が乳児のいる家庭を全戸訪問しており、今後も継続して実施します。

人 285 277 270 262 254

時間外保育事業（延長保育事業）時間外保育事業（延長保育事業）

　保育認定子どもを通常の利用日・利用時間以外に、認定こども園、保育所等で保育を行います。
　最大定員数まで受け入れは可能であるため、見込み人数に対し、確保可能な状況となっています。

人 7,262 6,934 6,678 6,422 6,222

地域子育て支援拠点事業地域子育て支援拠点事業

　子育て交流の場の提供、情報提供、子育て相談及び助言その他の援助を行います。
　見込人数に対しては、現在の施設での対応が可能と考えます。新たな実施場所のニーズが必要となった場
合は、既存施設において取組みを検討いたします。

人回 8,580 8,289 8,182 7,958 7,735

養育支援訪問事業養育支援訪問事業

　養育支援が必要な家庭を訪問し指導・助言等を行います。
　子育てに不安で養育が必要な保護者による育児放棄や虐待等の予防のため、今後も保健師等が適切な助言
を行う事業を継続します。

人 15 15 15 15 15

一時預かり事業一時預かり事業

　家庭保育が一時的に困難となった乳幼児を、認定こども園、保育所などで保育を行います。
　幼稚園型は、幼稚園で保護者の希望する日の教育時間終了後、保育士を配置し実施します。
　一般型は、２施設において、保護者の希望する日に保育士を配置し実施します。また、子育て援助活動支
援事業（ファミリー・サポート・センター事業）においても、補完するなどの対応により見込み人数の確保
を行います。

人日

9,740

8,895

845

9,217

8,410

807

8,702

7,924

778

8,289

7,541

749

8,010

7,285

725

幼稚園の預かり保育

幼稚園以外の預かり保育



８ 地域子ども・子育て支援事業の見込み人数と確保方策 9 基本理念、基本目標及び基本施策の体系図

６ ７

事業名 単位
2020

（令和２）
年度

2021
（令和３）
年度

2022
（令和４）
年度

2023
（令和５）
年度

2024
（令和６）
年度

病児・病後児保育事業病児・病後児保育事業

　保育が必要な病後児を、病院・保育所等の専用スペース等において看護師等が保育を行います。
　2019（令和元）年度の実績見込み人数を 2020（令和２年）年度以降の見込み人数とし、確保の方策に
ついても、同数を確保数として設定しました。

人日 25 25 25 25 25

妊婦健康診査事業妊婦健康診査事業

　妊娠期間中の適時に必要に応じた医学的検査を実施し妊婦の健康管理を行います。
　全妊産婦を対象として今後も継続して実施します。

人 281 285 277 270 262

子育て援助活動支援事業
（ファミリー・サポート・センター事業）
子育て援助活動支援事業
（ファミリー・サポート・センター事業）
子育て援助活動支援事業
（ファミリー・サポート・センター事業）

　子どもを預けたい依頼会員と援助を行いたい提供会員との連絡・調整を行います。
2020（令和２）年度以降の見込み人数及び確保の方策について、同数とし、今後の実績をもとに見直しを
行います。
　今後も、提供会員、依頼会員の増加に努めます。

人日 1,187 1,187 1,187 1,187 1,187

放課後児童健全育成事業放課後児童健全育成事業

　保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後に児童館等を利
用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図ります。
　増加するニーズに対応できる募集人員を確保するとともに、施設環境の改善に向け必要に応じて施設の整
備や児童クラブの移転、分割等を実施します。

人

857

601

256

867

612

254

867

611

256

865

608

257

846

582

264

小学１～３年生

小学４～６年生

※ 人・・・・人数
※ か所・・・事業実施箇所数
※ 人回・・・利用１回を１人とする
※ 人日・・・人数 × 日数

「子育て世代包括支援センター」の設置や、
「ひとづくり・交流拠点複合施設」の整備に
より、子ども・子育て相談総合窓口、地域
子育て支援拠点事業、子育て援助活動支援
事業（ファミリー・サポート・センター事業）
の利用満足度の向上を図ります。

　本計画では基本理念を「喜多方市の未来を拓く子どもたちのために～安全・安心、思いやりのある、子
育てにやさしいまち・くらしづくり～」と定め、これを実現するために、以下の７項目を次世代育成支援
対策推進法第８条第１項（※２）に基づいた次世代育成支援の基本目標として子ども・子育て支援に係る
施策を総合的に展開します。
　また、子どもの貧困対策の推進に関する法律（※３）の改正により、策定が努力義務とされた市町村子
どもの貧困対策推進計画も兼ねており、貧困対策の支援施策を基本目標７の基本施策（３）「子どもの貧
困対策の推進」に盛り込みました。

※２　次世代育成支援対策推進法
　第８条第１項　市町村は、行動計画策定指針に即して、５年ごとに、当該市町村の事務及び事業に関し、５年を
一期として、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やか
な成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活
と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画（以下「市町村行動計画」という。）を
策定することができる。

※３　子どもの貧困対策の推進に関する法律
　第９条第２項　市町村は、大綱（都道府県計画が定められているときは、大綱及び都道府県計画）を勘案して、
当該市町村における子どもの貧困対策についての計画（次項において「市町村計画」という。）を定めるよう努める
ものとする。

すべての子育て家庭支援のために１

（１）地域における子育て支援サービスの充実
（２）保育サービスの充実
（３）地域における子育て支援のネットワークづくり
（４）児童の健全育成の推進
（５）ひとづくり・交流拠点複合施設の整備

安心して産み育てやすい
体制の整備2

（１）子育て世代包括支援センターによる支援
（２）子どもや母親の健康の確保
（３）食育の推進
（４）思春期保健対策の充実
（５）小児医療の充実

子どもの安全の確保6
（１）子どもの交通安全を確保するための活動の推進
（２）子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進

要保護児童への対応など、
きめ細かな取組みの推進7

（１）児童虐待防止対策の充実
（２）ひとり親家庭の自立促進の推進
（３）子どもの貧困対策の推進
（４）障がいを有する子どもへの施策の充実
（５）支援が必要な子どもや保護者へのケア

子育てを支援する生活環境の整備4
（１）良質な住宅の確保
（２）安全・安心なまちづくりの推進等

職業生活と家庭生活との
両立の推進5

（１）多様な働き方の実現及び働き方の見直し等
（２）仕事と子育ての両立の推進

子どもの心身の健やかな成長の
ための教育環境の整備3

（１）次代の親の育成
（２）子どもの生きる力の育成に向けた学校の
　　 教育環境等の整備
（３）家庭や地域の教育力の向上

〜
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８ 地域子ども・子育て支援事業の見込み人数と確保方策 9 基本理念、基本目標及び基本施策の体系図

６ ７

事業名 単位
2020

（令和２）
年度

2021
（令和３）
年度

2022
（令和４）
年度

2023
（令和５）
年度

2024
（令和６）
年度

病児・病後児保育事業病児・病後児保育事業

　保育が必要な病後児を、病院・保育所等の専用スペース等において看護師等が保育を行います。
　2019（令和元）年度の実績見込み人数を 2020（令和２年）年度以降の見込み人数とし、確保の方策に
ついても、同数を確保数として設定しました。

人日 25 25 25 25 25

妊婦健康診査事業妊婦健康診査事業

　妊娠期間中の適時に必要に応じた医学的検査を実施し妊婦の健康管理を行います。
　全妊産婦を対象として今後も継続して実施します。

人 281 285 277 270 262

子育て援助活動支援事業
（ファミリー・サポート・センター事業）
子育て援助活動支援事業
（ファミリー・サポート・センター事業）
子育て援助活動支援事業
（ファミリー・サポート・センター事業）

　子どもを預けたい依頼会員と援助を行いたい提供会員との連絡・調整を行います。
2020（令和２）年度以降の見込み人数及び確保の方策について、同数とし、今後の実績をもとに見直しを
行います。
　今後も、提供会員、依頼会員の増加に努めます。

人日 1,187 1,187 1,187 1,187 1,187

放課後児童健全育成事業放課後児童健全育成事業

　保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後に児童館等を利
用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図ります。
　増加するニーズに対応できる募集人員を確保するとともに、施設環境の改善に向け必要に応じて施設の整
備や児童クラブの移転、分割等を実施します。

人

857

601

256

867

612

254

867

611

256

865

608

257

846

582

264

小学１～３年生

小学４～６年生

※ 人・・・・人数
※ か所・・・事業実施箇所数
※ 人回・・・利用１回を１人とする
※ 人日・・・人数 × 日数

「子育て世代包括支援センター」の設置や、
「ひとづくり・交流拠点複合施設」の整備に
より、子ども・子育て相談総合窓口、地域
子育て支援拠点事業、子育て援助活動支援
事業（ファミリー・サポート・センター事業）
の利用満足度の向上を図ります。

　本計画では基本理念を「喜多方市の未来を拓く子どもたちのために～安全・安心、思いやりのある、子
育てにやさしいまち・くらしづくり～」と定め、これを実現するために、以下の７項目を次世代育成支援
対策推進法第８条第１項（※２）に基づいた次世代育成支援の基本目標として子ども・子育て支援に係る
施策を総合的に展開します。
　また、子どもの貧困対策の推進に関する法律（※３）の改正により、策定が努力義務とされた市町村子
どもの貧困対策推進計画も兼ねており、貧困対策の支援施策を基本目標７の基本施策（３）「子どもの貧
困対策の推進」に盛り込みました。

※２　次世代育成支援対策推進法
　第８条第１項　市町村は、行動計画策定指針に即して、５年ごとに、当該市町村の事務及び事業に関し、５年を
一期として、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やか
な成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活
と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画（以下「市町村行動計画」という。）を
策定することができる。

※３　子どもの貧困対策の推進に関する法律
　第９条第２項　市町村は、大綱（都道府県計画が定められているときは、大綱及び都道府県計画）を勘案して、
当該市町村における子どもの貧困対策についての計画（次項において「市町村計画」という。）を定めるよう努める
ものとする。

すべての子育て家庭支援のために１

（１）地域における子育て支援サービスの充実
（２）保育サービスの充実
（３）地域における子育て支援のネットワークづくり
（４）児童の健全育成の推進
（５）ひとづくり・交流拠点複合施設の整備

安心して産み育てやすい
体制の整備2

（１）子育て世代包括支援センターによる支援
（２）子どもや母親の健康の確保
（３）食育の推進
（４）思春期保健対策の充実
（５）小児医療の充実

子どもの安全の確保6
（１）子どもの交通安全を確保するための活動の推進
（２）子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進

要保護児童への対応など、
きめ細かな取組みの推進7

（１）児童虐待防止対策の充実
（２）ひとり親家庭の自立促進の推進
（３）子どもの貧困対策の推進
（４）障がいを有する子どもへの施策の充実
（５）支援が必要な子どもや保護者へのケア

子育てを支援する生活環境の整備4
（１）良質な住宅の確保
（２）安全・安心なまちづくりの推進等

職業生活と家庭生活との
両立の推進5

（１）多様な働き方の実現及び働き方の見直し等
（２）仕事と子育ての両立の推進

子どもの心身の健やかな成長の
ための教育環境の整備3

（１）次代の親の育成
（２）子どもの生きる力の育成に向けた学校の
　　 教育環境等の整備
（３）家庭や地域の教育力の向上
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基本理念 基本目標 基本施策
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